




（別紙） 

 

労災隠しとは 

 

   ・労働者死傷病報告（様式第 23号もしくは第 24号）提出義務違反 

    （安衛法 第１００条１項（同規則第９７条）違反） 

     ※虚偽報告も同様 

   ・統括管理状況等報告の提出義務違反 

 

 

【参考１】労災隠し発生の典型的なパターン 

①被災者本人が“たいしたことはない”と言っていたので，安心して 

フォローをしなかった。 

   ②被災者雇用事業主等の“たいしたケガではないので自社で処理するから” 

との甘い言葉に乗ってしまう。 

   ③元請と雇用事業主等と共謀して意図的に隠す ⇔ 元請も同罪（100 条違反） 

    → 共同正犯，教唆犯，幇助犯（刑法） 

④被災者雇用事業主等下請業者が保身等のため，元請けへ報告せず，現金， 

健康保険または自社の労災扱いとして処理  ⇔ 元請への配慮 

 

【参考２】労災隠しが発覚するパターン 

①雇用主等の「援助」が途切れたとき 

   ②雇用主等と感情的なトラブルが発生したとき 

   ③被災者が生活に困ったとき 

   ④被災者に支援団体等がつき，その“支援”を受けたとき 

   ⑤一旦治癒した後，再発や障害が残った場合で，雇用主等に申し出たが 

相手にされなかったとき  など 


